
  

 

 

平成２９年１２月１４日 

                          Ｎｏ．１７－３２８ 

   株式会社 伊予銀行 

 

 

～37 名の当行株主さまからお預りした 315,000 円～ 

  

株式会社伊予銀行（頭取  大塚 岩男）は、「株主さまご優待制度」を通じて株主さまからお預り

した寄付金を、日本赤十字社に贈呈いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

当行は「株主さまご優待制度」の特典として、「愛媛県産品」・「TSUBASA アライアンス共同企画

特産品」、「株主さまご優待定期預金」、「寄付」の 3コースをご用意しており、このたび「寄付」を

希望された 37 名の株主さまから合計 315,000 円をお預りし、当行を通じて日本赤十字社に寄付い

たしました。 

この寄付金は、日本赤十字社の災害救護をはじめとする本体事業の活動資金として役立てられます。

本制度にご賛同いただきました当行株主の皆さまに、心よりお礼申し上げます。 

記 

○寄付金贈呈式 

項 目 内 容 

贈 呈 金 37 名の当行株主さまからの寄付金 315,000 円 

贈呈日時 平成 29 年 12 月 14 日（木） 10：00～ 

場  所 愛媛県庁 保健福祉部長室 

出 席 者 
日本赤十字社 愛媛県支部 副支部長  山口 真司 様 

当行 常務取締役                  松浦 祐一 

 

○「株主さまご優待制度 寄付金コース」 

以 上 

項 目 内 容 

お申込み対象 

毎年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された当行株式 1,000

株以上を保有されている株主さまのうち、株主さまご優待特典として「寄

付」をご選択された方 

寄付金贈呈先 日本赤十字社 

寄付金額 

・保有株数 1,000 株以上 5,000 株未満： 5,000 円を寄付 

・保有株数 5,000 株以上      ： 10,000 円を寄付 

※当行が株主さまに代わって寄付金を贈呈するもので、株主さまが直接寄付金の

お振り込みをするものではありません。 

※株主さまご優待制度の優待品には、愛媛県産品、株主さまご優待定期預金、寄

付がございます。 

私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のために。        NEWS RELEASE   
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